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山形県告示第805号

　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成15年８月19日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程（昭和42年７月県告示第697号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「年0.175パーセント」を「年0.3パーセント」に、「年0.35パーセント」を「年0.6パーセント」

に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条第１項の規定は、平成15年７月11日から適用する。

２　平成15年７月11日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際借入金残高に乗ずる割合につい

ては、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第806号

　河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じた。

　なお、関係図面は、土木部河川砂防課及び最上総合支庁建設部建設総務課において縦覧に供する。

　　平成15年８月19日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　河川の名称

　　一級河川最上川水系小又川

２　廃川敷地等が生じた年月日

　　平成15年８月８日

３　廃川敷地等の位置

　　上流　最上郡真室川町大字大沢字小向2289－１地先から

　　下流　最上郡真室川町大字大沢字小川向4321地先まで

４　廃川敷地等の種類及び数量

　　土地17,329.57ｍ２
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山形県告示第807号

　河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次

のとおり協議が成立した。

　なお、関係図書は、土木部河川砂防課及び置賜総合支庁建設部建設総務課において縦覧に供する。

　　平成15年８月19日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　河川の名称

　　一級河川最上川水系砂川

２　河川管理施設の名称

　　右岸堤防

３　河川管理施設の位置

　　高畠町大字入生田字川北804番13地先から

　　同　　　　　　　　　　614番１地先まで

４　管理を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　名　　　　称　　高畠町

　　住　　　　所　　東置賜郡高畠町大字高畠436番地

　　代表者の氏名　　高畠町長　渡部　　章

５　管理の内容

　 　道路専用施設（路盤までの部分を含む路面、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は

工作物をいう。以下同じ｡）の新設（道路の附属物に係るものに限る｡)、改築、維持又は修繕

　 　路肩に接する法面で、当該路肩から法長１メートルまでの範囲内にあるものの維持

　 　原則として道路専用施設に係る災害復旧

６　管理の期間

　　平成15年８月８日以降道路の存続する期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第808号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成15年８月19日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年４月21日　　指令村総建第5001号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東村山郡山辺町大字山辺字蒲沖2853、2855－１、2856－１、2857－２、2857－３

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　山形市久保田三丁目11番12号

　　株式会社　市村工務店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第809号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成15年８月19日から同年９月１日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年８月19日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　112号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長
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延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

30
33.8～

  7.0
旧

鶴岡市大字大山字砂押217番１から

同　　大字菱津字山栃谷117番２まで

112
74.0～
11.8

新
鶴岡市大字大山字砂押217番１から

同　　大字菱津字坂下89番１まで

メートルメートル

メートルメートル
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